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１　施設の概要

～

人 人 人

設置目的 　スポーツの普及振興を図り、もって県民の心身の健全な発達に寄与する。

県の施策上の
施設の位置付け

指定管理業務の内容

自主事業の内容

【イベント等】クリスマスフェスティバル・バレンタインイベント（スケート場）
【施設開放】スポーツの日・県の記念日無料開放（運動広場・総合プール）、オープンサー
ビス・閉場サービス（スケート場）
【県立総合プール】キッズサマースイミング・ジュニアサマースイミング・親子deレスキュー・
キッズスイミング・ジュニアスイミング・おとなのためのスイミング・ベビースイミング・ワンポイ
ントレッスン
【県立野球場】県民開放・こまち杯
【県立向浜運動広場】向浜テニス教室
【県立スケート場】キッズスケート教室・ジュニアスケート教室・冬休みスケート教室・放課後
スケートクラブ・ステップアップスケート教室・スケート初心者教室・個人レッスン

※単年度維持管理・運営費が１億円以上の公募施設について、民間事業者の意見を参考に運営手法や公募要件を
　 検討するため、指定期間終了の３年前にサウンディング（官民対話）を実施する。

その他経費 78,085 70,613 88,123 84,749 91,495

差　引 337,248 28,523 15,349 2,384 ▲ 5,320

修繕費 5,787 11,749 5,894 4,910 5,471
外部委託費 27,967 32,197 37,781 36,785 35,736

人件費 109,511 117,642 115,225 114,528 120,837
光熱水費 78,624 75,599 88,320 118,722 125,064

その他収入 6,739 1,262 5,622 6,845 7,611

支出　計 307,800 335,343 359,694 378,603

利用料金収入
指定管理料 330,509 335,061 345,070 355,233 365,672

千円

直近５年の収支決算（単位：千円） Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

収入　計 337,248 336,323 350,692 362,078 373,283

直近３年の年間利用収入 Ｒ３ 54,047 千円 Ｒ４ 62,931 千円 Ｒ５ 63,890

サウンディング実施対象施設※ ○

指定期間 R3.4.1 R8.3.31

営業期間・時間 各施設条例による

（１）向浜スポーツゾーンに係る使用の許可、使用の許可の取消し並びに使用の制限及び
停止に関する業務
（２）向浜スポーツゾーンの施設及び設備の維持管理に関する業務
（３）向浜スポーツゾーンの利用を通じたスポーツの普及振興に関する業務

直近３年の年間利用者数 Ｒ３ 224,474 Ｒ４ 265,360 Ｒ５ 299,014

　競技力の向上、ライフステージに応じた多様なスポーツ活動の促進、子どものスポーツ
機会の充実による運動習慣の確立と体力の向上、スポーツを通じた地域づくりと交流人
口・関係人口の拡大を推進するため、施設の有効活用を図る。

施設の面積

【プール】敷地面積 214,478.00㎡、建床面積 11,544.57㎡、延床面積 14,160.15㎡
【野球場】敷地面積 214,478.00㎡、建床面積 9,892.53㎡、延床面積 5,666.51㎡
【向浜運動広場】敷地面積 214,478.00㎡
【スケート場】敷地面積 84,436.10㎡、建床面積 14064.28㎡、延床面積 14064.28㎡

主な設置施設
【プール】50ｍプール、25ｍプール、飛込プール、トレーニングルーム、会議室、更衣室、貴賓室
【野球場】ロッカールーム、シャワールーム、更衣室、屋内練習場、会議室
【スケート場】更衣室、医務室、喫茶室、ミーティングルーム、指導員室

料金制 無 (指定管理料制)

料金設定 別添資料等による

指 定 管 理 者 一般財団法人秋田県総合公社

県 所 管 課 スポーツ振興 調整・スポーツ活性化 チーム

新秋田元気創造プランや各分野の個別計画等における施設の位置付け・目標

　野球場、運動広場、プール、スケート場について、「第４期秋田県スポーツ推進計画」に
掲げる、本県の競技力向上やスポーツに親しむ環境の整備を行うための主要施設として
だけでなく、全国規模の大会や各種イベント等の開催による交流人口の拡大にも資する施
設である。

新秋田元気創造プランや各分野の個別計画等における目標を達成するための
取組として施設に求められているもの

指定管理者制度導入施設評価票

評価対象年度 令和５年度

施 設 名 向浜スポーツゾーン 設 置 年 平成

所 在 地 秋田市新屋町字砂奴寄4-6
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２　観点ごとの評価

【ポイント】
　施設の設置目的（施設の目指す姿）を達成するための取組がなされ、その効果があったか。

○指定管理者による実績報告

＜観点Ⅰ＞の評価

令和５年度
の実績

直近３年
の実績

評
価
欄

県
（所管課） Ａ

　大会・催事開催に伴う入場・観客制限の撤廃により、利用者数の回復がみられた。大
雨の影響による大会の中止や施設利用者の減少に見舞われながらも目標を達成した
ことは高く評価できる。今後も過去の経験を生かしながら、既存利用者の継続利用と新
規利用者の獲得に向けた自主事業の実施とPR活動に取り組んでいただきたい。

実績 149,945 224,474 265,358

達成率 48.1% 68.0% 85.5%

令和６年度
目標

利用者数　217,810人
（プール 128,300人、野球場 17,200人、向浜運動広場 9,820人、スケート場　62,490人）

具体的な
取組と

その効果

【評価基準】次の基準により評価。基準によらず各区分に相当すると認められる場合は、コメント欄に理由を付すこと。
　また、施設の設置目的（施設の目指す姿）を達成するための、指定期間における運営方針・施設の利用目標につい
て、指定期間開始年度から評価対象年度までの達成状況をコメント欄に記載すること。
　Ａ：目標達成（数値目標の場合は100%以上）
　Ｂ：A及びC以外
　Ｃ：目標達成に向けて改善が必要（数値目標の場合は80%未満）

の目標
（設定根拠） 設定根拠

　過去の利用実績を踏まえたうえで、令和６年度の各施設における大規模催事や各種
大会予定・主催事業の開催計画及び大規模改修工事に伴う施設の閉鎖などを考慮して
設定しました。

※指標が複数ある場合は欄を適宜追加すること。

評価者 評価 コメント

指定管理者 Ａ
　予定されていた大会や各種教室等の自主事業が概ね予定通り開催されたことや、令
和５年度より入場制限が完全に無くなったことにより、利用者数が大きく増加し、目標を
達成した。今後も新規利用者の獲得や魅力ある自主事業の提供など、さらなる利用者
増加に努めていきたい。

　大雨の影響により、大会の中止や一時的な利用者の減少はあったものの、令和４
年度まで一部実施されていた、入場・観客制限がなくなったことにより、年間通じて
利用者が大きく増加（前年度より33,656人増）したことにより、目標を達成することが
できた。

年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度

目標 311,600 330,200 310,500

＜観点Ⅰ＞　施設の設置目的（施設の目指す姿）の達成に関する取組

○指定期間における運営方針・施設の利用目標

（Ｒ６年度以降に指定管理を開始・更新する施設から基本協定書に定めることとなっているため、それまでは
記載不要）

○目標の設定（毎年度、県と指定管理者が協議の上、業務計画書に定める目標）

令和５年度
の目標

利用者数　290,200人
（プール 122,500人、野球場 86,000人、向浜運動広場 21,900人、 スケート場　59,800人）

実績 299,014 達成率 103.0%
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【ポイント】
　サービスの質を維持・向上するための具体的な取組がなされ、その効果があったか。

○指定管理者による実績報告

＜観点Ⅱ＞の評価

　（１）経費の低減
【ポイント】

○指定管理者による実績報告

　（２）収入の増加　※指定管理料制施設を除く
【ポイント】
　収入を増加するための具体的な取組がなされ、その効果があったか。

○指定管理者による実績報告

利用者満足度
令和５年度

の実績

利用者満足度
の状況

（直近３年）

評
価
欄

令和５年度
の実績

令和５年度
の実績

経費の
低減実績

　価格高騰の影響により、光熱水費が前年度比5.3%、修繕費が前年度比8.2％の
増加となったことに伴い、経費の総額では前年度比5.5％の増加となりましたが、外
部委託費においては、前年度比-11.1％と、外部委託を低減し、可能なものは直営
作業にて行うなど、その他の支出において経費を抑える努力をしてきたことから、経
費低減に対する効果はあったものと考えております。

具体的な
取組と

その効果

　消耗品等ではより安価に調達できるよう、運営本部事務局が取りまとめて一括で
単価契約を締結したほか、直営作業が可能なものについては、資材や部品代のみ
で速やかに修繕や補修の対処を行ってまいりました。また、施設設備機器の運転な
どに際しては標準化したマニュアルに加え、「建築物保守・点検マニュアル」の策定
により設備機器の定期的な予防保全に努めたほか、計画的かつ効果的な形で管
理計画を策定するなど、ローコストかつ効率的な取り組みを推進してきたことによ
り、最低限の支出増で抑えることができたと考えております。

※費用の総額では効果が計れない場合は、例えば利用者１人当たりの単価を算出する方法等も考えられる。

収入の
増加実績

具体的な
取組と

その効果

指定管理者 Ａ

　利用者満足度は高評価を維持しており、令和５年度においては93％を超える評価と
なっております。これは、利用者の声を反映し利用者目線に立った、迅速で適切な管
理運営に努めてきたことによる評価であると考えております。これからも、利用者目線に
立った管理運営に努めることはもちろん、さらなる満足度の向上に向けて努力してまい
ります。

県
（所管課） Ａ

　過去３年を含む利用者満足度の平均は90%を上回っており、利用者の立場に寄り
添った利用しやすい環境整備や、アンケート内の意見・要望等に可能な限り対応して
いることが一因になっていると推察される。今後もサービスの質を維持・向上に資する
取組を継続していただきたい。

【評価基準】次の基準により評価を行う。基準によらず各区分に相当すると認められる場合は、コメント欄に理由を付すこ
と。
　Ａ：満足度80%以上　　Ｂ：A及びC以外　　Ｃ：満足度60%未満

＜観点Ⅲ＞　効率性の向上等に関する取組

　施設の管理運営（指定管理業務）に関し、経費を効率的に低減するための十分な取組がなされ、その
効果があったか。

Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度

91.2% 88.5% 91.4%

評価者 評価 コメント

＜観点Ⅱ＞　施設の有効性（利用者の満足度）の向上に関する取組

実績 93.1%

具体的な
取組と

その効果

　寄せられたご意見や要望に対しては、所内で対応を検討し、全てのご意見に対し
て回答することはもちろん、“すぐできるものはすぐ改善する”ことをテーマに迅速な
対応を事務所全体の目標として実施してきました。すぐに対応ができないご意見に
ついても、利用者に丁寧な説明を行い理解を求めてきました。今後も利用者の声を
大切にし、よりよい施設の管理運営に努めてまいります。

- 3 -



＜観点Ⅲ＞の評価

【ポイント】

○指定管理者による実績報告

＜観点Ⅳ＞の評価

令和５年度
の実績

【サービス向上の取組について】
　接客能力向上や法令の遵守など社員のレベルアップを目的に、「顧客対応研修」や「コンプライ
アンス研修」を行いました。
　日常管理では、「お客様目線に立つこと」をサービスの基本とし、清潔で居心地が良く利便性に
優れた施設環境の提供を目指して取り組みました。
　また、利用者へは適切な施設情報が提供できるよう、掲示物や配布物を工夫するなど、きめ細
かな情報サービスの提供に努めました。
　冬期間の除雪作業は社員による作業とし、大型除雪ドーザーに加えて小型ロータリー除雪機、
バケットを取り付けたトラクターなど、降雪状況や除雪箇所に応じて機材を機動的に使い分けるな
どして、利用者が安全に来場できるよう作業を行いました。
　利用者アンケートや直接寄せられるご意見・ご要望は、速やかに検討を行い、運営やサービス
に反映できるものについては、積極的に取り込んでいくことでお客様目線に立った施設運営とい
う基本姿勢のもと、誰もが気持ちよく快適に使いやすい施設づくりの実現に取り組みました。さら
に、利用者目線からの意見を直接聞き、サービス向上へ活用していくための意見交換の場として
プール・スケート場を日常利用していただいている団体と利用者との意見交換会を開催しました。
貴重な意見を今後の管理運営とサービス向上のために、活かしてまいります。
【個人情報を適切に管理するための取組について】
　個人情報保護法を遵守するとともに、公社で定めた「個人情報保護規程」を十分理解し、個人
情報の収集の制限や利用及び提供の制限など、規程に基づき厳正な管理を行ったほか、「コン
プライアンス研修」を実施し社員の危機管理能力の向上に努めました。
　「個人情報保護方針（プライバシーポリシー）」については、施設受付内の利用者の目に触れる
場所に掲示し周知を図っており、事務所内での朝礼やミーティング時に社員としての心構えなど
を再確認し、個人情報の適正な取り扱いを徹底しました。
　さらに、執務パソコンからの情報漏洩や不正な使用を防ぐため、社員用のパソコンには使用状
況を把握するソフトを活用し、個人情報に関する電子データの持ち出しを禁止するとともに、デー
タ流出の原因のひとつとなるインターネットにおける不正アクセスや不正ソフトの導入を禁止する
などして、社内コンプライアンスの厳守を徹底させ、情報の適正管理を引き続き実施してまいりま
す。

評
価
欄

県
（所管課） Ａ

　利用者数及び利用者満足度については、職員研修による能力向上や、施設利用者
からの意見・要望に可能な限り対応することにより、提供するサービスの向上が図られ、
昨年度を上回っている。コロナ禍による制限は撤廃されていることから、次年度以降は
設定目標達成を目指すことを念頭に置き、適正な管理運営に努めていただきたい。

【評価基準】　Ａ：順調（改善点なし）、Ｂ：概ね順調（重大な問題点なし）、Ｃ：改善が必要（重大な問題点あり）
　県（所管課）の評価においては、モニタリング結果を踏まえて評価を行う。

評
価
欄

【評価基準】　次の基準により評価を行う。基準によらず各区分に相当すると認められる場合は、コメント欄に理由を付す
こと。
Ａ：（１）経費の低減、（２）収入の増加とも前年比で５％以上改善
Ｂ：A、C以外
Ｃ：（１）経費の低減、（２）収入の増加とも前年比で５％以上悪化

＜観点Ⅳ＞　公の施設にふさわしい適正な管理運営に関する取組

評価者 評価 コメント

指定管理者 Ａ

　社員のレベルアップを目的とした研修の実施、利用者への的確な情報提供、冬期間
の除雪サービスの対応、利用者アンケートや意見交換会の実施など、利用者の目線に
立った施設の管理運営に努めてきました。この結果は利用者満足度にも現れておりま
す。また、個人情報保護規程の理解、コンプライアンス研修の実施など、情報流出を防
ぐ対応や危機管理能力の向上にも確実に取り組んでおり、利用者が安心して来場でき
る環境を整えております。今後も利用者目線に立った管理運営に努めてまいります。

　施設の管理運営（指定管理業務）の適切な実施に向けた具体的な取組がなされ、その効果が
あったか

評価者 評価 コメント

指定管理者 Ｂ
　価格高騰により、全体経費では、前年度比が増加となりましたが、その他の支出で経
費を抑えることにより、最低限の増加に抑えることができました。今後も少しでも多く経
費を削減できるよう努めてまいります。

県
（所管課） Ｂ

　エネルギー価格高騰等の影響を背景とした、施設性質的な理由による維持管理費の
急激な増加も相まって、前年度を上回る光熱水費の増加を余儀なくされたが、運営本
部事務局による消耗品の一括調達・外部委託の絞り込み・直営での施設修繕の実施
等による、その他経費の削減努力から、最低限の支出増加に抑えることができている。
今後も施設の効率的な運営に努めていただきたい。
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【県の施策達成に向けた県所管課の施設運営に対する考え方】

※全施設記載

【外部有識者委員会による評価（提言）：令和５年度実施】

※今年度評価対象施設は、外部有識者委員会終了後、行政経営課が記載の上公表する。

 　（県の施策達成に向けた県所管課の施設運営に対する考え方を踏まえてコメントを記載）

【外部有識者委員会による評価（提言）を踏まえた今後の対応方針：令和　年度策定】

　収支状況については施設ごとに把握しており、どの施設も老朽化により修繕費の割合が増加しているのに加え、運営
に係る燃料費や光熱水費等が経費の大半を占めている。指定管理者側の経営努力のみでは対応しきれない現状を踏
まえ、県所管課と修繕計画等に関する協議を重ね、今後の施設運営のあり方について検討を行いたい。

・現時点での各施設の収支状況や修繕を要する設備等の状況は把握していることから、変更後の評価票の記載方法に
そって記載していく。
・当該施設に対しては、令和８年度から利用料金併用制の導入を予定しており、サウンディング等を通じて効率的な維
持管理手法や利活用方法を検討しており、併せて、スケート場については、建設から50年以上経過していることから、今
後のあり方について検討を進めているところである。

○県の施策達成に向けた施設運営について

今後の対応方針

指定管理者（施設の管理運営等について今後の対応方針を記載）

県所管課（県の施策達成に向けた施設運営等について今後の対応方針を記載）

○県の施策の達成状況（施設を運営することで、県の施策がどの程度達成されたか等）

○施設運営の課題

○今後の方向性（県の施策の達成状況や課題を踏まえて、今後所管課としてどのように対応していくか等）

評価（提言）

○施設の管理運営状況について（＜観点Ⅰ＞～＜観点Ⅳ＞に対するコメントを記載）

　各種スポーツ大会や健康・安全に関連するイベント等の開催を通じ、「第４期秋田県スポーツ推進計画」に掲げる、ライ
フステージに応じた多様なスポーツ活動の促進や子どものスポーツ機会の充実による運動習慣の確立と体力の向上が
図られている。また、大規模スポーツ大会の開催等により競技力の向上や交流人口の拡大が図られているほか、スポー
ツに限定しないイベント等の開催やSNS等を活用した情報発信により、幅広い世代による施設の有効活用が図られてい
る。

　各施設において施設や設備機器等の経年劣化が見られることから、計画的に修繕・更新を行う必要がある。また、光
熱水費等の高騰により、維持管理・運営経費が増加傾向にあり、収益力の向上を図る必要がある。

　指定管理者と連携し、施設の効果的な運営を行いながら、県民利用の促進や大規模スポーツ大会の誘致・開催等を
通じて、競技力の向上やスポーツの裾野拡大を図るとともに、更なる利用促進のため、予約システムやキャッシュレス決
済等の環境整備を行うことで、幅広い世代のスポーツ機会の創出と施設の有効活用を図る。また、施設の持続的な運営
を目指し、民間ノウハウの活用や収益力の向上を図るため、利用料金併用制の導入を検討するとともに、各施設のこれ
までの利用状況等を分析し、適切な施設管理のあり方を検討していく。
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【今後の対応方針の進捗状況について】

※今後の対応方針策定済みの施設について、策定翌年度の評価対象年度から記載

今後の対応方針の進捗状況

指定管理者（施設の管理運営等について今後の対応方針に係る進捗状況を記載）

県所管課（県の施策達成に向けた施設運営等について今後の対応方針に係る進捗状況を記載）
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23 年

課

○内訳施設の概要（１）

～

人 人 人

指定管理者制度導入施設評価票（複数施設内訳資料）

評価対象年度 令和５年度

施 設 名 向浜スポーツゾーン 設 置 年 平成

所 在 地 秋田市新屋町字砂奴寄4-6

指 定 管 理 者 一般財団法人秋田県総合公社

県 所 管 課 スポーツ振興 調整・スポーツ活性化 チーム

内訳施設名 秋田県立総合プール

新秋田元気創造プランや各分野の個別計画等における、当該施設の位置付け・目標

　「第４期秋田県スポーツ推進計画」に掲げる、本県の競技力向上やスポーツに
親しむ環境の整備を行うための主要施設としてだけでなく、全国規模の大会や各
種イベント等の開催による交流人口の拡大にも資する施設である。

新秋田元気創造プランや各分野の個別計画等における目標を達成するための
取組として、当該施設に求められているもの

　水泳競技の競技力向上、ライフステージに応じた多様なスポーツ活動の促進、
子どものスポーツ機会の充実による運動習慣の確立と体力の向上、スポーツを通
じた地域づくりと交流人口・関係人口の拡大を推進するため、施設の有効活用を
図る。

施設の面積 敷地面積 214,478.00㎡、建床面積 11,544.57㎡、延床面積 14,160.15㎡

主な設置施設
50ｍプール、25ｍプール、飛込プール、トレーニングルーム、会議室、更衣室、
貴賓室

料金制 無（指定管理料制）

料金設定 別添資料等による

サウンディング実施対象施設※ ○

指定期間 R3.4.1 R8.3.31

営業期間・時間
通年（毎月第３月曜日、年末年始を除く）
平日・土曜日　午前１０時～午後８時３０分
日曜日・祝日　午前１０時～午後５時

（１）総合プールに係る使用の許可、使用の許可の取り消し並びに使用の制限及
び停止に関する業務
（２）総合プールの施設及び設備の維持管理に関する業務
（３）総合プールの利用を通じたスポーツの普及振興に関する業務

直近３年の年間利用者数 Ｒ３ 98,967 Ｒ４ 109,952 Ｒ５ 120,682

直近３年の年間利用収入 Ｒ３ 21,311 千円 Ｒ４ 23,445 千円 Ｒ５ 23,977 千円

直近５年の収支決算（単位：千円） Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

収入　計 217,498 210,938 220,415 231,340 242,431

利用料金収入

指定管理料 212,600 210,592 215,901 226,064 236,503

その他収入 4,898 346 4,514 5,276 5,928

支出　計 189,014 180,817 220,351 234,487 243,061

人件費 66,022 69,986 72,532 70,216 73,513

光熱水費 52,040 44,125 56,105 78,634 80,497

修繕費 2,661 6,157 2,798 947 1,502

外部委託費 15,172 17,748 22,889 21,513 22,134

その他経費 53,119 42,801 66,027 63,177 65,415

差　引 28,484 30,121 64 ▲ 3,147 ▲ 630

設置目的 　スポーツの普及振興を図り、もって県民の心身の健全な発達に寄与する。

県の施策上の
施設の位置付け

指定管理業務の内容

自主事業の内容
キッズサマースイミング・ジュニアサマースイミング・親子deレスキュー・キッズスイミ
ング・ジュニアスイミング・おとなのためのスイミング・ベビースイミング・ワンポイント
レッスン
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23 年

課

指定管理者制度導入施設評価票（複数施設内訳資料）

評価対象年度 令和５年度

施 設 名 向浜スポーツゾーン 設 置 年 平成

所 在 地 秋田市新屋町字砂奴寄4-6

指 定 管 理 者 一般財団法人秋田県総合公社

県 所 管 課 スポーツ振興 調整・スポーツ活性化 チーム

○内訳施設の概要（２）

～

人 人 人

内訳施設名 秋田県立野球場

新秋田元気創造プランや各分野の個別計画等における、当該施設の位置付け・目標

　「第４期秋田県スポーツ推進計画」に掲げる、本県の競技力向上やスポーツに
親しむ環境の整備を行うための主要施設としてだけでなく、全国規模の大会や
トップスポーツチームの公式戦、各種イベント等の開催による交流人口の拡大に
も資する施設である。

新秋田元気創造プランや各分野の個別計画等における目標を達成するための
取組として、当該施設に求められているもの
　野球競技の競技力向上、ライフステージに応じた多様なスポーツ活動の促進、
子どものスポーツ機会の充実による運動習慣の確立と体力の向上、スポーツを通
じた地域づくりと交流人口・関係人口の拡大を推進するため、施設の有効活用を
図る。

施設の面積 敷地面積 214,478.00㎡、建床面積 9,892.53㎡、延床面積 5,666.51㎡

主な設置施設 ロッカールーム、シャワールーム、更衣室、屋内練習場、会議室

料金制 無（指定管理料制）

料金設定 別添資料等による

サウンディング実施対象施設※ ○

指定期間 R3.4.1 R8.3.31

営業期間・時間 年末年始・冬期間を除く　午前８時～午後９時

（１）野球場に係る使用の許可、使用の許可の取り消し並びに使用の制限及び停
止に関する業務
（２）野球場の施設及び設備の維持管理に関する業務
（３）野球場の利用を通じたスポーツの普及振興に関する業務

直近３年の年間利用者数 Ｒ３ 57,989 Ｒ４ 74,830 Ｒ５ 98,912

千円

直近５年の収支決算（単位：千円） Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

収入　計 68,850 70,074 73,130 73,182 73,190

直近３年の年間利用収入 Ｒ３ 6,680 千円 Ｒ４ 7,530 千円 Ｒ５ 9,446

利用料金収入

指定管理料 68,800 70,074 73,129 73,129 73,129

その他収入 50 1 53 61

支出　計 67,061 70,707 62,026 68,427 74,082

人件費 34,118 34,617 32,286 33,536 34,478

光熱水費 11,848 10,839 8,636 11,432 13,981

修繕費 2,225 1,708 1,282 2,050 2,530

外部委託費 10,094 10,832 10,064 9,947 8,586

その他経費 8,776 12,711 9,758 11,462 14,507

差　引 1,789 ▲ 633 11,104 4,755 ▲ 892

設置目的 　スポーツの普及振興を図り、もって県民の心身の健全な発達に寄与する。

県の施策上の
施設の位置付け

指定管理業務の内容

自主事業の内容 県民開放・こまち杯
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23 年

課

指定管理者制度導入施設評価票（複数施設内訳資料）

評価対象年度 令和５年度

施 設 名 向浜スポーツゾーン 設 置 年 平成

所 在 地 秋田市新屋町字砂奴寄4-6

指 定 管 理 者 一般財団法人秋田県総合公社

県 所 管 課 スポーツ振興 調整・スポーツ活性化 チーム

○内訳施設の概要（３）

～

人 人 人

内訳施設名 秋田県立向浜運動広場

新秋田元気創造プランや各分野の個別計画等における、当該施設の位置付け・目標

　「第４期秋田県スポーツ推進計画」に掲げる、本県の競技力向上やスポーツに
親しむ環境の整備を行うための主要施設としてだけでなく、各種イベント等の開
催による交流人口の拡大にも資する施設である。

新秋田元気創造プランや各分野の個別計画等における目標を達成するための
取組として、当該施設に求められているもの

　野球・テニス競技の競技力向上、ライフステージに応じた多様なスポーツ活動
の促進、子どものスポーツ機会の充実による運動習慣の確立と体力の向上、ス
ポーツを通じた地域づくりと交流人口・関係人口の拡大を推進するため、施設の
有効活用を図る。

施設の面積 敷地面積 214,478.00㎡

主な設置施設

料金制 無（指定管理料制）

料金設定 別添資料等による

サウンディング実施対象施設※ ○

指定期間 R3.4.1 R8.3.31

営業期間・時間

【野球広場】
年末年始・冬期間を除く 午前５時～午後９時３０分
【テニスコート】
年末年始・冬期間を除く 午前９時～午後９時３０分

（１）向浜運動広場に係る使用の許可、使用の許可の取り消し並びに使用の制限
及び停止に関する業務
（２）向浜運動広場の施設及び設備の維持管理に関する業務
（３）向浜運動広場の利用を通じたスポーツの普及振興に関する業務

直近３年の年間利用者数 Ｒ３ 22,942 Ｒ４ 21,530 Ｒ５ 19,375

千円

直近５年の収支決算（単位：千円） Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

収入　計 6,772 6,629 6,317 6,447 6,409

直近３年の年間利用収入 Ｒ３ 2,025 千円 Ｒ４ 2,058 千円 Ｒ５ 1,871

利用料金収入

指定管理料 6,309 6,426 5,942 5,942 5,942

その他収入 463 203 375 505 467

支出　計 6,403 7,989 6,719 6,591 7,183

人件費 4,938 6,542 4,897 4,763 5,255

光熱水費 80 82 154 72 90

修繕費 32 283 79

外部委託費 83 94 95 95 141

その他経費 1,302 1,239 1,573 1,378 1,618

差　引 369 ▲ 1,360 ▲ 402 ▲ 144 ▲ 774

設置目的 　スポーツの普及振興を図り、もって県民の心身の健全な発達に寄与する。

県の施策上の
施設の位置付け

指定管理業務の内容

自主事業の内容 向浜テニス教室
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23 年

課

指定管理者制度導入施設評価票（複数施設内訳資料）

評価対象年度 令和５年度

施 設 名 向浜スポーツゾーン 設 置 年 平成

所 在 地 秋田市新屋町字砂奴寄4-6

指 定 管 理 者 一般財団法人秋田県総合公社

県 所 管 課 スポーツ振興 調整・スポーツ活性化 チーム

○内訳施設の概要（４）

～

人 人 人

内訳施設名 秋田県立スケート場

新秋田元気創造プランや各分野の個別計画等における、当該施設の位置付け・目標

　「第４期秋田県スポーツ推進計画」に掲げる、本県の競技力向上やスポーツに
親しむ環境の整備を行うための主要施設としてだけでなく、各種イベント等の開
催による交流人口の拡大にも資する施設である。

新秋田元気創造プランや各分野の個別計画等における目標を達成するための
取組として、当該施設に求められているもの

　氷上競技の競技力向上、ライフステージに応じた多様なスポーツ活動の促進、
子どものスポーツ機会の充実による運動習慣の確立と体力の向上、スポーツを通
じた地域づくりと交流人口・関係人口の拡大を推進するため、施設の有効活用を
図る。

施設の面積 敷地面積 84,436.10㎡、建床面積 14064.28㎡、延床面積 14064.28㎡

主な設置施設 更衣室、医務室、喫茶室、ミーティングルーム、指導員室

料金制 無（指定管理料制）

料金設定 別添資料等による

サウンディング実施対象施設※ ○

指定期間 R3.4.1 R8.3.31

営業期間・時間

冬期間（催事場としては冬期間以外も利用可）
午前１２時～午後８時（平日）
午前９時３０分～午後７時（土日祝、小・中学校の春・冬休み
期間）

（１）スケート場に係る使用の許可、使用の許可の取り消し並びに使用の制限及
び停止に関する業務
（２）スケート場の施設及び設備の維持管理に関する業務
（３）スケート場の利用を通じたスポーツの普及振興に関する業務

直近３年の年間利用者数 Ｒ３ 44,576 Ｒ４ 59,048 Ｒ５ 60,045

キッズスケート教室・ジュニアスケート教室・冬休みスケート教室・放課後スケート
クラブ・ステップアップスケート教室・スケート初心者教室・個人レッスン・クリスマス
フェスティバル・バレンタインイベント・オープンサービス・閉場サービス

千円

直近５年の収支決算（単位：千円） Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

収入　計 44,128 48,682 50,830 51,109 51,253

直近３年の年間利用収入 Ｒ３ 24,033 千円 Ｒ４ 29,900 千円 Ｒ５ 28,597

利用料金収入

指定管理料 42,800 47,969 50,098 50,098 50,098

その他収入 1,328 713 732 1,011 1,155

支出　計 37,496 48,287 46,247 51,105 54,276

人件費 4,433 6,497 5,510 6,013 7,591

光熱水費 19,320 20,553 23,425 29,500 30,496

修繕費 1,844 3,852 1,814 1,630 1,360

外部委託費 2,618 3,522 4,733 5,231 4,875

その他経費 9,281 13,863 10,765 8,731 9,954

差　引 6,632 395 4,583 4 ▲ 3,023

設置目的 　スポーツの普及振興を図り、もって県民の心身の健全な発達に寄与する。

県の施策上の
施設の位置付け

指定管理業務の内容

自主事業の内容
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○秋田県立総合プール条例

昭和五十八年三月十一日

秋田県条例第二十一号

〔秋田県立プール条例〕をここに公布する。

秋田県立総合プール条例

(平一二条例一六一・改称)

(設置)

第一条　スポーツの普及振興を図り、もって県民の心身の健全な発達に寄与するため、秋田県立総合プー

ル(以下「プール」という。)を秋田市新屋町字砂奴寄四番六に設置する。

(平一二条例一六一・平一七条例八二・平二〇条例二三・一部改正)

(使用の許可)

第二条　プールを使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。ただし、貸切使用によら

ず使用する場合は、この限りでない。

(昭六一条例二三・旧第三条繰上、平一七条例八二・平二一条例八八・一部改正)

(使用の許可の取消し等)

第三条　知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若

しくは停止させることができる。

一　不正な行為により使用の許可を受けたとき。

二　使用の目的を変更したとき。

三　知事の指示に従わなかったとき。

四　前三号に掲げるもののほか、プールの管理上支障が生じたとき。

(平一七条例八二・追加、平二一条例八八・一部改正)

(使用料の徴収)

第四条　プールを使用する者から、別表に定めるところにより、使用料を徴収する。

2　使用料は、プールを使用させるときに徴収する。ただし、回数券及び定期券による使用料については、

これらを発行する際徴収する。

3　前項本文の規定にかかわらず、知事は、特別の理由があると認める者については、使用料を後納させる

ことができる。

(昭六一条例二三・旧第四条繰上、平三条例一三・平一二条例一六一・一部改正、平一七条例八

二・旧第三条繰下)

(使用料の減免)

第五条　知事は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(昭六一条例二三・旧第五条繰上、平一七条例八二・旧第四条繰下)

(使用料の不還付)

第六条　既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、知事は、使用者の責めに帰することができない理

由によりプールを使用することができなくなった場合その他特に必要があると認めた場合は、その一部

又は全部を還付することができる。

(昭六一条例二三・旧第六条繰上、平一七条例八二・旧第五条繰下・一部改正)

(指定管理者による管理)

第七条　プールの管理は、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)

に行わせることができる。

(平一七条例八二・全改、平二一条例八八・一部改正)

(指定管理者の業務)

第八条　指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

一　使用の許可、使用の許可の取消し並びに使用の制限及び停止に関する業務

二　施設及び設備の維持管理に関する業務

三　プールの利用を通じたスポーツの普及振興に関する業務

四　前三号に掲げるもののほか、プールの管理に関し知事が必要と認める業務

2　前条の規定によりプールの管理を指定管理者に行わせる場合における第二条及び第三条の規定の適用に

ついては、これらの規定中「知事」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平一七条例八二・全改、平二一条例八八・一部改正)

(管理の基準)

第九条　指定管理者は、前条第二項の規定により読み替えて適用される第三条に定めるもののほか、開場

時間及び休場日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従ってプールの管理を行わなければな

らない。

(平一七条例八二・追加、平二一条例八八・一部改正)
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(規則への委任)

第十条　この条例に定めるもののほか、プールの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一七条例八二・追加、平二一条例八八・一部改正)

附 則

1　この条例は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行

する。

(平一二条例一六一・旧附則・一部改正)

2　平成十三年一月一日から同年三月二十三日までの間、プールを使用する者からは、第三条の規定にかか

わらず、当該使用に係る使用料は、徴収しない。

(平一二条例一六一・追加)

(昭和五八年教委規則第八号で昭和五八年六月六日から施行)

附 則(昭和六一年条例第二三号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附 則(平成元年条例第六号)抄

(施行期日)

1　この条例は、平成元年四月一日から施行する。

附 則(平成三年条例第一三号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

附 則(平成四年条例第五三号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

附 則(平成八年条例第五〇号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

附 則(平成九年条例第七号)抄

(施行期日)

1　この条例は、平成九年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年条例第一一五号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年条例第一六一号)

この条例は、平成十三年三月二十四日から施行する。ただし、題名、第一条及び附則の改正規定は、同

年一月一日から施行する。

附 則(平成一七年七月八日条例第八二号)抄

1　この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める

日から施行する。

一　第六条中秋田県立スケート場条例第一条の改正規定(「新屋」を「新屋町」に改める部分に限

る。)、第七条中秋田県立野球場条例第一条の改正規定(「新屋」を「新屋町」に改める部分に限

る。)、第八条中秋田県立運動広場条例第二条の表秋田県立向浜運動広場の項の改正規定、第九条中秋

田県立総合プール条例第一条の改正規定(「新屋」を「新屋町」に改める部分に限る。)及び第十二条

の規定並びに次項の規定　公布の日

附 則(平成二〇年条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成二一年条例第八八号)抄

(施行期日)

1　この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

12　この条例の施行により知事が管理し、及び執行することとなる事務に係るこの条例の施行前に秋田県

教育委員会がした手続その他の行為又は秋田県教育委員会に対してされた手続その他の行為は、知事が

した手続その他の行為又は知事に対してされた手続その他の行為とみなす。

附 則(平成二六年条例第三八号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年条例第三七号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十六号)の施行の日(平成二十八

年四月一日)から施行する。

附 則(平成三一年条例第一一号)

この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

別表(第四条関係)

(平一二条例一六一・全改、平一七条例八二・平二一条例八八・平二六条例三八・平二八条例三

七・平三一条例一一・一部改正)
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一　個人が使用する場合の施設使用料

区分 使用料の額

水泳教室として使用

する場合

上記以外に使用する

場合

回数券(六回券) 定期券(有効期間一

年)

小学校児童及び

中学校生徒

一一〇円 二二〇円 一、一一〇円 一人につき二七、

五〇〇円を超えな

い範囲内において

規則で定める額
高等学校生徒並

びに高等専門学

校及び大学の学

生

二〇〇円 三九〇円 一、九四〇円

一般 二八〇円 五五〇円 二、七七〇円

備考

一　この表において「水泳教室」とは、教育機関が主催して二十人以上の者を対象に組織的に水泳技

術等を指導するもの及び知事がこれに準ずると認めたものをいう。

二　この表における「小学校児童及び中学校生徒」及び「高等学校生徒並びに高等専門学校及び大学

の学生」には、それぞれこれらの者に準ずる者を含むものとする。

二　貸切使用する場合の使用料

イ　施設使用料

区分 使用料の額

アマチュアスポーツに

使用する場合

その他の催物に使用する場合

平日 土曜日・日曜日・休

日

五十メートルプ

ール

一時間につき 一一、〇七〇円 三三、二一〇円 四四、二八〇円

一日につき 六一、九九〇円 一八五、九八〇円 二四七、九七〇円

二十五メートル

プール

一時間につき 五、五四〇円 一六、六一〇円 二二、一四〇円

一日につき 三一、〇〇〇円 九二、七九〇円 一二三、九九〇円

飛込プール 一時間につき 五、五四〇円 一六、六一〇円 二二、一四〇円

一日につき 三一、〇〇〇円 九二、七九〇円 一二三、九九〇円

備考

一　使用時間が一時間未満であるときは一時間とし、使用時間に一時間未満の端数があるときは当該

端数を一時間とする。

二　この表において「一日」とは、午前十時から午後五時までをいう。

三　この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条

に規定する休日をいう。

四　五十メートルプール又は二十五メートルプールをアマチュアスポーツに使用する場合でコース別

に貸切使用するときの使用料の額は、一コースにつき、五十メートルプールにあってはこの表に定

める額に五分の一を乗じて得た額(当該額に十円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨て

た額)、二十五メートルプールにあってはこの表に定める額に四分の一を乗じて得た額(当該額に十

円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てた額)とする。

五　使用者が入場料(使用者が、いずれの名義でするかを問わず、プールの入場者から徴収するその入

場の対価をいう。)を徴収するとき又は使用者が入場料を徴収しない場合で営業その他これに類する

目的をもって使用するときの使用料の額は、この表に定める額に二を乗じて得た額とする。

ロ　附属施設・設備使用料

区分 使用料の額(一時間につき)

アマチュアスポーツに使用する

場合

その他の催物に使用する場合

会議室 八三〇円 一、一一〇円
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審

判

装

置

競泳競技用 一、〇〇〇円 一、三三〇円

シンクロナイズドスイミング競技

用

二五〇円 三三〇円

水球競技用 二五〇円 三三〇円

飛込競技用 二五〇円 三三〇円

放送設備 四二〇円 五五〇円

大型表示装置 一、六六〇円 二、二一〇円

照明設備 実費を勘案して規則で定める額

備考

一　使用時間が一時間未満であるときは一時間とし、使用時間に一時間未満の端数があるときは当該

端数を一時間とする。

二　使用者が入場料(使用者が、いずれの名義でするかを問わず、プールの入場者から徴収するその入

場の対価をいう。)を徴収するとき又は使用者が入場料を徴収しない場合で営業その他これに類する

目的をもって使用するときの使用料の額は、この表に定める額(照明設備に係るものを除く。)に二

を乗じて得た額とする。
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○秋田県立野球場条例

昭和四十七年七月七日

秋田県条例第二十五号

秋田県立野球場条例をここに公布する。

秋田県立野球場条例

(設置)

第一条　スポーツの普及振興を図り、もって県民の心身の健全な発達に寄与するため、秋田県立野球場(以

下「野球場」という。)を秋田市新屋町字砂奴寄四番六に設置する。

(平一五条例三七・平一七条例八二・平二〇条例二三・一部改正)

(使用の許可)

第二条　野球場の施設及び設備のうち、次に掲げるものを使用しようとする者は、知事の許可を受けなけ

ればならない。

一　グラウンド

二　会議室

三　報道用放送室

四　広告表示用設備

2　前項の許可には、野球場の管理上必要な条件を付することができる。

(昭六一条例二三・旧第三条繰上、平一九条例八一・平二一条例八八・一部改正)

(使用の許可の取消し等)

第三条　知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若

しくは停止させることができる。

一　不正な行為により使用の許可を受けたとき。

二　使用の目的を変更したとき。

三　知事の指示に従わなかったとき。

四　前三号に掲げるもののほか、野球場の管理上支障が生じたとき。

(平一七条例八二・追加、平二一条例八八・一部改正)

(使用料の徴収)

第四条　第二条第一項各号に掲げる施設又は設備(以下「施設等」という。)を使用する者から、別表に定

めるところにより、使用料を徴収する。

2　使用料は、施設等を使用させるときに徴収する。ただし、知事は、特別の理由があると認める者につい

ては、後納させることができる。

(昭六一条例二三・旧四条繰上、平三条例一三・一部改正、平一七条例八二・旧第三条繰下、平一

九条例八一・一部改正)

(使用料の不還付)

第五条　既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、知事は、使用者の責めに帰することができない理

由により施設等を使用することができなくなった場合その他特に必要があると認めた場合は、その一部

又は全部を還付することができる。

(昭六一条例二三・旧第五条繰上・一部改正、平一七条例八二・旧第四条繰下・一部改正、平一九

条例八一・一部改正)

(使用料の減免)

第六条　知事は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(昭六一条例二三・旧第六条繰上、平一七条例八二・旧第五条繰下)

(指定管理者による管理)

第七条　野球場の管理は、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)

に行わせることができる。

(平一七条例八二・全改、平二一条例八八・一部改正)

(指定管理者の業務)

第八条　指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

一　第二条第一項第一号から第三号までに掲げる施設の使用の許可、使用の許可の取消し並びに使用の

制限及び停止に関する業務

二　施設及び設備の維持管理に関する業務

三　野球場の利用を通じたスポーツの普及振興に関する業務

四　前三号に掲げるもののほか、野球場の管理に関し知事が必要と認める業務

2　前条の規定により野球場の管理を指定管理者に行わせる場合における第二条第一項第一号から第三号ま

でに掲げる施設の使用についての同項及び第三条の規定の適用については、これらの規定中「知事」と

あるのは、「指定管理者」とする。
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(平一七条例八二・全改、平一九条例八一・平二一条例八八・一部改正)

(管理の基準)

第九条　指定管理者は、前条第二項の規定により読み替えて適用される第三条に定めるもののほか、開設

期間及び開場時間に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って野球場の管理を行わなければ

ならない。

(平一七条例八二・追加、平二一条例八八・一部改正)

(規則への委任)

第十条　この条例に定めるもののほか、野球場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一七条例八二・追加、平二一条例八八・一部改正)

附 則

この条例は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行

する。

(昭和四七年教委規則第八号で昭和四七年七月一五日から施行)

(平一九条例八一・旧第一項・一部改正)

附 則(昭和四八年条例第五六号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五五年条例第二四号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

附 則(昭和六〇年条例第二六号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

附 則(昭和六一年条例第二三号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附 則(平成元年条例第六号)抄

(施行期日)

1　この条例は、平成元年四月一日から施行する。

附 則(平成三年条例第一三号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

附 則(平成四年条例第五〇号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

附 則(平成八年条例第四七号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

附 則(平成九年条例第七号)抄

(施行期日)

1　この条例は、平成九年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年条例第一一五号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一五年条例第三七号)

この条例は、平成十五年六月二十一日から施行する。

附 則(平成一五年条例第五四号)

この条例は、平成十五年八月一日から施行する。

附 則(平成一七年条例第八二号)抄

1　この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める

日から施行する。

一　第六条中秋田県立スケート場条例第一条の改正規定(「新屋」を「新屋町」に改める部分に限

る。)、第七条中秋田県立野球場条例第一条の改正規定(「新屋」を「新屋町」に改める部分に限

る。)、第八条中秋田県立運動広場条例第二条の表秋田県立向浜運動広場の項の改正規定、第九条中秋

田県立総合プール条例第一条の改正規定(「新屋」を「新屋町」に改める部分に限る。)及び第十二条

の規定並びに次項の規定　公布の日

附 則(平成一九年条例第八一号)

この条例は、平成十九年十一月一日から施行する。

附 則(平成二〇年条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成二一年条例第八八号)抄

(施行期日)

1　この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
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12　この条例の施行により知事が管理し、及び執行することとなる事務に係るこの条例の施行前に秋田県

教育委員会がした手続その他の行為又は秋田県教育委員会に対してされた手続その他の行為は、知事が

した手続その他の行為又は知事に対してされた手続その他の行為とみなす。

附 則(平成二六年条例第三五号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年条例第三七号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十六号)の施行の日(平成二十八

年四月一日)から施行する。

附 則(平成三一年条例第一一号)

この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

別表(第四条関係)

(昭四八条例五六・昭五五条例二四・昭六〇条例二六・昭六一条例二三・平元条例六・平四条例五

〇・平八条例四七・平九条例七・平一五条例三七・平一五条例五四・平一七条例八二・平一九条

例八一・平二六条例三五・平二八条例三七・平三一条例一一・一部改正)

第一　グラウンド使用料

区分 使用料の額

一時間につき 午前八時から午

後六時まで

一日につき

入場料を

徴収しな

い場合

アマチユアスポ

ーツに使用する

とき

中学校生徒及び小学校児童 五七〇円 四、五六〇円 六、二七〇円

大学及び高等専門学校の学

生並びに高等学校生徒

一、七〇〇円 一三、六〇〇円 一八、七〇〇円

一般 二、四一〇円 一九、二八〇円 二六、五一〇円

その他の催物に

使用するとき

平日 五、三四〇円 四八、〇六〇円 六四、〇八〇円

土曜日・日曜日・休日 七、四四〇円 六六、九六〇円 八九、二八〇円

入場料を

徴収する

場合

アマチユアスポ

ーツに使用する

とき

中学校生徒及び小学校児童 一、七三〇円 一七、三〇〇円 二二、四九〇円

大学及び高等専門学校の学

生並びに高等学校生徒

五、一三〇円 五一、三〇〇円 六六、六九〇円

一般 七、二三〇円 七二、三〇〇円 九三、九九〇円

その他の催物に

使用するとき

営利を目的としない催物で

あるとき

一日につき一日の入場料の最高額の百五十人分

に相当する額(その額が十九万二千九百七十円

に満たない場合は、十九万二千九百七十円)

営利を目的とする催物であ

るとき

一日につき一日の入場料の最高額の百五十人分

に相当する額(その額が二十四万九百五十円に

満たない場合は、二十四万九百五十円)

備考

一　使用時間に一時間未満の端数があるときは、当該端数を一時間として計算した使用料を徴収す

る。

二　この表において「一日」とは、午前八時から午後九時までをいう。

三　この表において「入場料」とは、使用者が、いずれの名義でするかを問わず、野球場の入場者か

ら徴収するその入場の対価をいう。

四　この表における「中学校生徒及び小学校児童」及び「大学及び高等専門学校の学生並びに高等学

校生徒」には、それぞれこれらの者に準ずる者を含むものとする。

五　この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条

に規定する休日をいう。

第二　附属施設・設備使用料

区分 使用の単位 使用料の額

会議室 一時間につき 五六〇円

報道用放送室 一室一時間につき 一、四七〇円

放送設備 一時間につき 三三〇円
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温水シャワー 一室一時間につき 二九〇円

スコアボード 一時間につき 九九〇円

夜間照明設備 アマチュアスポー

ツに使用するとき

全灯使用 一時間につき 一六、〇一〇円

三分の一滅灯使用 一〇、六八〇円

三分の二滅灯使用 五、三四〇円

その他の催物に使

用するとき

全灯使用 一二八、〇四〇円

三分の一滅灯使用 六四、〇二〇円

三分の二滅灯使用 三二、〇一〇円

バッティングゲージ 一台一時間につき 三七〇円

審判用具一式 一試合につき 三七〇円

備考　使用時間に一時間未満の端数があるときは、当該端数を一時間として計算した使用料を徴収す

る。

第三　広告表示用設備使用料

区分 使用料の額(一平方メートルにつき一年)

内野席前部フェンス 一四、六七〇円

外野席前部フェンス 一八、三三〇円

備考

一　使用期間が一年未満であるときは月割をもって計算し、なお、一月未満の端数があるときは一月

として計算した使用料を徴収する。

二　使用料の額に一円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てる。
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○秋田県立運動広場条例

昭和四十九年六月七日

秋田県条例第四十四号

〔秋田県立向浜運動広場条例〕をここに公布する。

秋田県立運動広場条例

(平一五条例五五・改称)

(設置)

第一条　スポーツの普及振興を図り、もつて県民の心身の健全な発達に寄与するため、運動広場を設置す

る。

(昭五七条例四三・平一五条例五五・一部改正)

(名称及び位置)

第二条　運動広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 位置

秋田県立向浜運動広場 秋田市新屋町字砂奴寄四番地の六

秋田県立新屋運動広場 秋田市豊岩石田坂字館野二十一番地の九

(平一五条例五五・追加、平一七条例八二・一部改正)

(運動広場の施設)

第三条　運動広場に、次に掲げる施設を設ける。

一　秋田県立向浜運動広場

(一)　野球広場

(二)　テニスコート

二　秋田県立新屋運動広場

ラグビー・サッカー場

(昭四九条例五八・平一二条例一三六・一部改正、平一五条例五五・旧第二条繰下・一部改正)

(使用の許可)

第四条　運動広場を使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

2　前項の許可には、運動広場の管理上必要な条件を付することができる。

(昭五五条例二五・追加、昭六一条例二三・旧第四条繰上、平一五条例五五・旧第三条繰下、平二

一条例八八・一部改正)

(使用の許可の取消し等)

第五条　知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若

しくは停止させることができる。

一　不正な行為により使用の許可を受けたとき。

二　使用の目的を変更したとき。

三　知事の指示に従わなかつたとき。

四　前三号に掲げるもののほか、運動広場の管理上支障が生じたとき。

(平一七条例八二・追加、平二一条例八八・一部改正)

(使用料の徴収)

第六条　運動広場を使用する者から、別表に定めるところにより、使用料を徴収する。

2　使用料は、運動広場を使用させるときに徴収する。ただし、知事は、特別の理由があると認める者につ

いては、後納させることができる。

(昭五五条例二五・追加、昭六一条例二三・旧第五条繰上、平三条例一三・一部改正、平一五条例

五五・旧第四条繰下、平一七条例八二・旧第五条繰下)

(使用料の減免)

第七条　知事は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(昭五五条例二五・追加、昭六一条例二三・旧第六条繰上、平一五条例五五・旧第五条繰下、平一

七条例八二・旧第六条繰下)

(使用料の不還付)

第八条　既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、知事は、使用者の責めに帰することができない理

由により運動広場を使用することができなくなつた場合その他特に必要があると認めた場合は、その一

部又は全部を還付することができる。

(昭五五条例二五・追加、昭六一条例二三・旧第七条繰上、平一五条例五五・旧第六条繰下、平一

七条例八二・旧第七条繰下)

(指定管理者による管理)
- 19 -



第九条　運動広場の管理は、法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」とい

う。)に行わせることができる。

(平一七条例八二・全改、平二一条例八八・一部改正)

(指定管理者の業務)

第十条　指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

一　使用の許可、使用の許可の取消し並びに使用の制限及び停止に関する業務

二　施設及び設備の維持管理に関する業務

三　運動広場の利用を通じたスポーツの普及振興に関する業務

四　前三号に掲げるもののほか、運動広場の管理に関し知事が必要と認める業務

2　前条の規定により運動広場の管理を指定管理者に行わせる場合における当該運動広場の使用についての

第四条及び第五条の規定の適用については、これらの規定中「知事」とあるのは、「指定管理者」とす

る。

(平一七条例八二・全改、平二一条例八八・一部改正)

(管理の基準)

第十一条　指定管理者は、前条第二項の規定により読み替えて適用される第五条に定めるもののほか、開

設期間及び開場時間に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従つて運動広場の管理を行わなけ

ればならない。

(平一七条例八二・追加、平二一条例八八・一部改正)

(規則への委任)

第十二条　この条例に定めるもののほか、運動広場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一七条例八二・追加、平二一条例八八・一部改正)

附 則

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和四九年教委規則第一四号で昭和四九年七月二〇日から施行)

附 則(昭和四九年条例第五八号)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和四九年教委規則第一八号で昭和四九年一〇月一〇日から施行)

附 則(昭和五五年条例第二五号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

附 則(昭和五七年条例第四三号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六〇年条例第二七号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

附 則(昭和六一年条例第二三号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附 則(平成元年条例第六号)抄

(施行期日)

1　この条例は、平成元年四月一日から施行する。

附 則(平成三年条例第一三号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

附 則(平成四年条例第五一号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

附 則(平成八年条例第四八号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

附 則(平成九年条例第七号)抄

(施行期日)

1　この条例は、平成九年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年条例第一一五号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年条例第一三六号)

この条例は、平成十二年八月一日から施行する。

附 則(平成一五年条例第五五号)

この条例は、平成十五年八月一日から施行する。

附 則(平成一七年条例第八二号)抄

1　この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める

日から施行する。
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一　第六条中秋田県立スケート場条例第一条の改正規定(「新屋」を「新屋町」に改める部分に限

る。)、第七条中秋田県立野球場条例第一条の改正規定(「新屋」を「新屋町」に改める部分に限

る。)、第八条中秋田県立運動広場条例第二条の表秋田県立向浜運動広場の項の改正規定、第九条中秋

田県立総合プール条例第一条の改正規定(「新屋」を「新屋町」に改める部分に限る。)及び第十二条

の規定並びに次項の規定　公布の日

附 則(平成二一年条例第八八号)抄

(施行期日)

1　この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

12　この条例の施行により知事が管理し、及び執行することとなる事務に係るこの条例の施行前に秋田県

教育委員会がした手続その他の行為又は秋田県教育委員会に対してされた手続その他の行為は、知事が

した手続その他の行為又は知事に対してされた手続その他の行為とみなす。

附 則(平成二六年条例第三六号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年条例第三七号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十六号)の施行の日(平成二十八

年四月一日)から施行する。

附 則(平成三一年条例第一一号)

この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

別表(第六条関係)

(昭五五条例二五・追加、昭六〇条例二七・昭六一条例二三・平元条例六・平四条例五一・平八条

例四八・平九条例七・平一二条例一三六・平一五条例五五・平一七条例八二・平二六条例三六・

平二八条例三七・平三一条例一一・一部改正)

第一　施設使用料

区分 使用料の額

(一面一時間につき)

野球広場 中学校生徒及び小学校児童 三五〇円

大学及び高等専門学校の学生並びに

高等学校生徒

四八〇円

一般 六〇〇円

テニスコート 平日 二二〇円

土曜日・日曜日・休日 四四〇円

ラグビー・サッカー場 中学校生徒及び小学校児童 三五〇円

大学及び高等専門学校の学生並びに

高等学校生徒

四八〇円

一般 六〇〇円

備考

一　使用時間に一時間未満の端数があるときは、当該端数を一時間として計算した使用料を徴収す

る。

二　この表における「中学校生徒及び小学校児童」及び「大学及び高等専門学校の学生並びに高等学

校生徒」には、それぞれこれらの者に準ずる者を含むものとする。

三　この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条

に規定する休日をいう。

第二　夜間照明設備使用料

区分 使用の単位 使用料の額

野球広場 一面一時間につき 二、二四〇円

テニスコート 一面一時間につき 六七〇円

ラグビー・サッカー場 一基一時間につき 三一〇円

備考　使用時間に一時間未満の端数があるときは、当該端数を一時間として計算した使用料を徴収す

る。
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○秋田県立スケート場条例

昭和四十六年十月一日

秋田県条例第五十七号

秋田県立スケート場条例をここに公布する。

秋田県立スケート場条例

(設置)

第一条　スポーツの普及振興を図り、もって県民の心身の健全な発達に寄与するため、秋田県立スケート

場(以下「スケート場」という。)を秋田市新屋町字砂奴寄二番地の二に設置する。

(平一七条例八二・一部改正)

(使用の許可)

第二条　スケート場を使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。ただし、貸切使用に

よらず使用する場合は、この限りでない。

(昭六一条例二三・旧第三条繰上、平一七条例八二・平二一条例八八・一部改正)

(使用の許可の取消し等)

第三条　知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若

しくは停止させることができる。

一　不正な行為により使用の許可を受けたとき。

二　使用の目的を変更したとき。

三　知事の指示に従わなかったとき。

四　前三号に掲げるもののほか、スケート場の管理上支障が生じたとき。

(平一七条例八二・追加、平二一条例八八・一部改正)

(使用料の徴収)

第四条　スケート場を使用する者から、別表に定めるところにより、使用料を徴収する。

2　使用料は、スケート場を使用させるときに徴収する。ただし、回数券及び定期券による使用料について

は、これらを発行する際徴収する。

3　前項本文の規定にかかわらず、知事は、特別の理由があると認める者については、使用料を後納させる

ことができる。

(昭五八条例二二・一部改正、昭六一条例二三・旧第四条繰上、平三条例一三・一部改正、平一七

条例八二・旧第三条繰下)

(使用料の不還付)

第五条　既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、知事は、使用者の責めに帰することができない理

由によりスケート場を使用することができなくなった場合その他特に必要があると認めた場合は、その

一部又は全部を還付することができる。

(昭六一条例二三・旧第五条繰上・一部改正、平一七条例八二・旧第四条繰下・一部改正)

(使用料の減免)

第六条　知事は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(昭六一条例二三・旧第六条繰上、平一七条例八二・旧第五条繰下)

(指定管理者による管理)

第七条　スケート場の管理は、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」とい

う。)に行わせることができる。

(平一七条例八二・全改、平二一条例八八・一部改正)

(指定管理者の業務)

第八条　指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

一　使用の許可、使用の許可の取消し並びに使用の制限及び停止に関する業務

二　施設及び設備の維持管理に関する業務

三　スケート場の利用を通じたスポーツの普及振興に関する業務

四　前三号に掲げるもののほか、スケート場の管理に関し知事が必要と認める業務

2　前条の規定によりスケート場の管理を指定管理者に行わせる場合における第二条及び第三条の規定の適

用については、これらの規定中「知事」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平一七条例八二・全改、平二一条例八八・一部改正)

(管理の基準)

第九条　指定管理者は、前条第二項の規定により読み替えて適用される第三条に定めるもののほか、開場

時間及び休場日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従ってスケート場の管理を行わなけれ

ばならない。

(平一七条例八二・追加、平二一条例八八・一部改正)

(規則への委任)
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第十条　この条例に定めるもののほか、スケート場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一七条例八二・追加、平二一条例八八・一部改正)

附 則

(施行期日)

1　この条例は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内において、教育委員会規則で定める日から施

行する。

(昭和四六年教委規則第一一号で昭和四六年一一月九日から施行)

(重要な公の施設等の範囲を定める条例の一部改正)

2　重要な公の施設等の範囲を定める条例(昭和三十九年秋田県条例第三十一号)の一部を次のように改正す

る。

〔次のよう〕略

附 則(昭和四七年条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四八年条例第五六号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五五年条例第二三号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

附 則(昭和五七年条例第三三号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

附 則(昭和五八年条例第二二号)

この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

附 則(昭和六〇年条例第二五号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

附 則(昭和六一年条例第二三号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附 則(平成元年条例第六号)抄

(施行期日)

1　この条例は、平成元年四月一日から施行する。

附 則(平成三年条例第一三号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

附 則(平成四年条例第四九号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

附 則(平成八年条例第四六号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

附 則(平成九年条例第七号)抄

(施行期日)

1　この条例は、平成九年四月一日から施行する。

附 則(平成一〇年条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年条例第一一五号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一七年条例第八二号)抄

1　この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める

日から施行する。

一　第六条中秋田県立スケート場条例第一条の改正規定(「新屋」を「新屋町」に改める部分に限

る。)、第七条中秋田県立野球場条例第一条の改正規定(「新屋」を「新屋町」に改める部分に限

る。)、第八条中秋田県立運動広場条例第二条の表秋田県立向浜運動広場の項の改正規定、第九条中秋

田県立総合プール条例第一条の改正規定(「新屋」を「新屋町」に改める部分に限る。)及び第十二条

の規定並びに次項の規定　公布の日

附 則(平成二一年条例第八八号)抄

(施行期日)

1　この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

12　この条例の施行により知事が管理し、及び執行することとなる事務に係るこの条例の施行前に秋田県

教育委員会がした手続その他の行為又は秋田県教育委員会に対してされた手続その他の行為は、知事が

した手続その他の行為又は知事に対してされた手続その他の行為とみなす。

附 則(平成二六年条例第三四号)
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この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年条例第三七号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十六号)の施行の日(平成二十八

年四月一日)から施行する。

附 則(平成三一年条例第一一号)

この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

別表(第四条関係)

(昭四七条例二六・昭四八条例五六・昭五五条例二三・昭五七条例三三・昭五八条例二二・昭六〇

条例二五・昭六一条例二三・平元条例六・平四条例四九・平八条例四六・平九条例七・平一〇条

例二五・平一七条例八二・平二一条例八八・平二六条例三四・平二八条例三七・平三一条例一

一・一部改正)

第一　個人がリンクを使用する場合の使用料

区分 中学校生徒及び小学校児童 大学及び高等専門学校の学

生並びに高等学校生徒

一般

スケート教室

として使用す

る場合

上記以外に使

用する場合

スケート教室

として使用す

る場合

上記以外に使

用する場合

スケート教室

として使用す

る場合

上記以外に使

用する場合

滑走料 九〇円 二二〇円 二三〇円 五〇〇円 三九〇円 六四〇円

滑走回数券(六

枚)

一、一〇〇円 二、四八〇円 三、一九〇円

定期

滑走

券

研修者 五、七二〇円 一一、二二〇円 一五、一八〇円

その他の

者

一一、五五〇円 二二、二三〇円 三〇、一五〇円

貸靴料 五〇円 一一〇円 二一〇円 三四〇円 三四〇円 四四〇円

ロッカー使用

料

(一個一回につ

き)

一〇〇円

備考

一　この表における「中学校生徒及び小学校児童」及び「大学及び高等専門学校の学生並びに高等学

校生徒」には、それぞれこれらの者に準ずる者を含むものとする。

二　この表において「スケート教室」とは、教育機関が主催して、二十人以上の者を対象に組織的に

スケート技術等を指導するもの及び知事がこれに準ずると認めたものをいう。

三　この表において「研修者」とは、秋田県スケート連盟又は秋田県アイスホッケー連盟に登録して

いる者でトレーニングのためにリンクを使用する者と知事が認めたものをいう。

四　幼児が貸靴又はロッカーを使用するときは、当該幼児を小学校児童とみなして、貸靴料又はロッ

カー使用料を徴収する。

第二　貸切使用する場合の使用料

(一)　施設使用料

区分 使用料の額

(一時間につき)

入場料を徴収しない

場合

アマチュアスポーツに使用するとき 四、五一〇円

その他の催物に使用するとき 平日 一二、五四〇円

土曜日・日曜日・休

日

一九、〇四〇円

入場料を徴収する場

合

アマチュアスポーツに使用するとき 八、八六〇円

その他の催物に使

用する場合

営利を目的としない

催物であるとき

平日 一九、〇四〇円

土曜日・日曜日・休

日

二五、三一〇円
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営利を目的とする催

物であるとき

平日 三七、九六〇円

土曜日・日曜日・休

日

五〇、六一〇円

備考

一　使用時間が一時間未満であるときは一時間とし、使用時間に一時間未満の端数があるときは当該

端数を一時間とする。

二　この表において「入場料」とは、使用者が、いずれの名義でするかを問わず、スケート場の入場

者から徴収するその入場の対価をいう。

三　この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条

に規定する休日をいう。

四　使用者が入場料を徴収しない場合で、営業その他これに類する目的をもって使用するときは、入

場料を徴収する場合の使用料を徴収する。

(二)　附属設備使用料

区分 使用の単位 使用料の額

アマチュアスポーツに

使用する場合

その他の催物に使用す

る場合

照明設備 入場料を徴収しない場

合

一時間につき 二、三一〇円 三、四七〇円

入場料を徴収する場合 四、六二〇円 六、九三〇円

放送設備 入場料を徴収しない場

合

三九〇円 五一〇円

入場料を徴収する場合 七六〇円 一、〇〇〇円

ロッカー 一個一回につ

き

一〇〇円 一〇〇円

いす 一脚一回につ

き

二〇円 二〇円

備考

一　照明設備及び放送設備の使用については、使用時間が一時間未満であるときは一時間とし、使用

時間に一時間未満の端数があるときは当該端数を一時間とする。

二　この表において「入場料」とは、使用者が、いずれの名義でするかを問わず、スケート場の入場

者から徴収するその入場の対価をいう。

三　使用者が入場料を徴収しない場合で、営業その他これに類する目的をもって使用するときは、入

場料を徴収する場合の使用料を徴収する。
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